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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
四
十
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
板
橋
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

板
橋
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

板
橋
区
板
橋
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

板
橋
区
板
橋
一
丁
目
十
二
番
七
号
谷
川
ビ
ル
二
〇
三
号
室

令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

五

定
款
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
十
月
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
四
十
一
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
小
川
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

小
川
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

小
平
市
小
川
西
町
四
丁
目
及
び
小
川
東
町
一
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

小
平
市
小
川
西
町
四
丁
目
十
四
番
二
十
七
号
Ｎ
Ｍ
Ｃ
ビ
ル
二
階

令
和
二
年
四
月
十
七
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
一
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す

る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
十
月
四
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
三
百
四
十
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
急

傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
、
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
百
三
十
四
号

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
区
域
に
追
加
し
、
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

こ
の
関
係
図
書
は
、
令
和
四
年
十
月
四
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

東
京
都
建
設
局
河
川
部
及
び
東
京
都
南
多
摩
西
部
建
設
事
務
所
に
お

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

区
域
の
名
称

八
王
子
市
大
塚
地
区
（
２
）

二

区
域
の
範
囲

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
六
号
か
ら
標
柱
十
三
号
ま
で

及
び
標
柱
一
号
を
順
次
結
ん
だ
線
並
び
に
令
和
二
年
東
京
都
告
示

第
百
三
十
四
号
で
指
定
し
た
土
地
の
境
界
線
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線

に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
別
図
の
と
お
り
）

八
王
子
市
大
塚

二
八
九
番
七

一
号

三
三
七
番
八
八

六
号
及
び
七
号
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三
四
三
番
二

八
号

三
四
六
番
二

九
号

三
四
三
番
三

十
号

三
四
三
番
三
八

十
一
号

三
四
三
番
四
九

十
二
号

三
四
三
番
四
五

十
三
号
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公

告

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
代
表
者
の
氏
名
の
変

更
の
届
出
に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
三

条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
表
者
の
氏
名
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行

に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二

十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
四
年
十
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ホ
ー
プ
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド
・
ジ
ャ
パ
ン

二

代
表
者
の
氏
名

加
藤

敦
、
竹
本

雄
大

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
十
六
番
一
号

四

そ
の
他
の
事
務
所
の
所
在
地

宮
城
県
亘
理
郡
亘
理
町
五
日
町
二
十
二
番
地

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
京
英
語
い
の
ち
の
電
話

二

代
表
者
の
氏
名

Ｄ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｋ
Ｏ

Ａ
Ｌ
Ｅ
Ｘ
Ａ
Ｎ
Ｄ
Ｒ
Ｅ

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

港
区
南
青
山
六
丁
目
十
番
十
一
号

ウ
ェ
ス
レ
ー
セ
ン
タ
ー
二

階

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
日
本
が
ん
臨
床
試
験
推
進
機
構

二

代
表
者
の
氏
名

藤
井

雅
志

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

千
代
田
区
神
田
神
保
町
一
丁
目
六
十
四
番
地

神
保
町
協
和
ビ

ル
六
階

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
棚
田
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

二

代
表
者
の
氏
名

杉
山

行
男

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
七
丁
目
十
八
番
十
六－

七
〇
四
号

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
パ
ル
シ
ッ
ク

二

代
表
者
の
氏
名

穂
坂

光
彦
、
伊
藤

淳
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

千
代
田
区
神
田
淡
路
町
一
丁
目
七
番
地
十
一

東
洋
ビ
ル

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ジ
ャ
パ
ン
マ
ッ
ク

二

代
表
者
の
氏
名

岡
田

昌
之

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

北
区
滝
野
川
六
丁
目
七
十
六
番
九
号

エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
・
オ
チ

ア
イ
一
階

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
四
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

道
玄
坂
共
同
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

渋
谷
区
道
玄
坂
二
丁
目
二
十
九
番
一
号

三

設
置
者
名

道
玄
坂
共
同
ビ
ル
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

渋
谷
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
四
年
九
月
二
十
一
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
十
月
四
日
か
ら
同
年
十
一
月
四
日
ま

で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例

（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る

休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
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